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１ 策定の経過 

年 月 日 項  目 

平成 21 年 8月14日 策定方針決定 

 9月18日～ 

10月 1日 

中学生・高校生アンケート実施 

（標本数237票、有効回収数237票、有効回収率100％） 

 12月25日 策定方針改訂 

平成 22 年 1月12日 第1回策定委員会（各種調査結果について、今後の日程について） 

 1月14日～ 

1月15日 

職員説明会（策定方針について、市民意識調査について、前期基本計画の

評価について） 

 3月 1日～ 

3月15日 

市民意識調査実施 

（標本数2,980票、有効回収数1,136票、有効回収率38.1％） 

 4月21日 第1回幹事会（施策体系について） 

 4月22日 第2回幹事会（施策体系について） 

 5月 6日 第2回策定委員会（施策体系について） 

 5月12日～ 

5月13日 

第3回幹事会（素案について） 

 5月24日 第3回策定委員会（素案について） 

 7月14日 第1回審議会（諮問、進め方について） 

 8月 2日 第2回審議会（素案について） 

 8月 9日 第3回審議会（素案について） 

 8月23日 第4回審議会（素案について） 

 9月21日 第5回審議会（素案について） 

 9月29日 第6回審議会（素案について） 

 10月 6日 第7回審議会（素案について） 

 10月22日 第8回審議会（素案について） 

 11月 8日 第4回策定委員会（素案について） 

 11月15日～ 

12月14日 

後期基本計画案への市民パブリックコメント募集 

（10人から提出） 

 11月15日 住民説明会（午後7時から産業文化センター 参加住民6人） 

 11月18日 職員説明会 

 11月19日 職員説明会 

 11月20日 住民説明会 

（午前10時から市役所5階大会議室 参加住民12人） 

 11月22日～ 

12月 6日 

後期基本計画案への庁内パブリック・コメント募集 

 11月26日 市議会全員協議会にて後期基本計画案説明 

 11月26日～ 

12月17日 

議員（会派別）からの意見募集 

平成 23 年 1月11日 第9回審議会（素案について） 

  1月14日 第10回審議会（素案について） 

  1月24日 審議会答申 

  1月26日 第5回策定委員会 

  1月31日 庁議にて後期基本計画決定 

  2月15日 市議会全員協議会にて後期基本計画説明 
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２ 策定体制・フロー 

 

（１）策定体制 

 

第４次総合振興計画後期基本計画策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市  長 

庁  議 

アドバイザー 

住民説明会 

パブリック・コメント

市 民 

市民意識調査 

中学生・高校生アンケート 

部   会 

策定委員会 

庁内体制 

幹 事 会 

職 員 

パブリック・コメント

事務局：政策企画室

計画策定参画 

議  会 

報告 

現行計画の評価 

審 議 会 

答申 

諮問 意見 
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（２）策定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）朝霞市を取り巻く環境分析 

 １）内部環境の分析 

 ２）外部環境の分析 

（２）市民意識調査 

    （18 歳以上の市民 3,000 人対象） 

中学生・高校生アンケート 

    （市内中学生・高校生対象） 

（４）後期基本計画の策定方針 

 １）計画策定の基本方針の検討 

 ２）施策検討の前提となる計画指標の検討 

 ３）行政評価と連携した後期基本計画の構成の検討 

（５）施策体系の検討 

 １）後期基本計画の施策体系の検討 

（６）分野別施策の検討 

 １）庁内各課による施策調書及び素案の作成 

 ２）分野別施策素案の作成 

 ３）成果指標の設定 

（７）後期基本計画素案の作成 

第４次朝霞市総合振興計画・前期基本計画 

(８) 審議会の開催・説明会・

パブリック・コメントの実施

（９）後期基本計画の策定（計画書の印刷等） 

策 

定 

委 

員 

会 
策定フロー 

（３）前期基本計画の施策評価 

 １）施策の進捗状況調査 

 ２）庁内各課における施策評価 

 ３）アンケート調査による市民の施策評価 
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３ 朝霞市総合振興計画審議会 

 

（１）朝霞市総合計画審議会条例 

 
昭和 45 年 3 月 12 日  

条例第７号 
(目的) 
第１条 この条例は、朝霞市総合振興計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定

めることを目的とする。 
(設置) 
第２条 市長の諮問に応じ、市の総合振興計画に関し、必要な調査及び審議を行うため、

朝霞市総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 
(組織) 
第３条 審議会は、委員２０人以内で組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 市の議会の議員 
(2) 市の教育委員会の委員 
(3) 市の農業委員会の委員 
(4) 市内の公共的団体等の役員及び職員 
(5) 知識経験を有する者 
(6) 公募による市民 

(会長及び副会長) 
第４条 審議会に、会長及び副会長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 
２ 会長は、会務を総理する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
(任期) 
第５条 委員の任期は、２年とする。 
２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
(部会) 
第６条 審議会に、必要に応じ、部会を置くことができる。 
２ 委員が属する部会は、会長が指名する。 
第７条 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。 
２ 部会長は、部会の事務を掌理する。 
３ 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。 
(会議) 
第８条 審議会又は部会の会議は、それぞれ会長又は部会長が招集する。 
２ 審議会又は部会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 
３ 審議会又は部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長又は部

会長の決するところによる。 
(幹事) 
第９条 審議会に、必要な調査及び資料の収集を行うため、幹事若干人を置く。 
２ 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。 
３ 幹事は、会長の命を受けて、会務を処理する。 
(庶務) 
第１０条 審議会の庶務は、政策企画室において処理する。 
(雑則) 
第１１条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議

会に諮って定める。 
附 則  

この条例は、公布の日から施行する。 
附 則 (平成２年条例第２８号) 

この条例は、平成３年４月１日から施行する。 
附 則 (平成７年条例第５号) 

この条例は、平成７年４月１日から施行する。 
附 則 (平成１８年条例第４１号) 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 
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（２）委員名簿 

◎会長、○副会長 

選出枠 人数 委員名 備   考 

大橋 正好 朝霞市市議会議員 

岡﨑 和広 朝霞市市議会議員 

田辺 淳 朝霞市市議会議員 

第１号 議員 ４人 

船本 祐志 朝霞市市議会議員 

第２号 教育委員会委員 １人 鈴木 泰代 朝霞市教育委員会委員長 

第３号 農業委員会委員 １人 相澤 清 朝霞市農業委員会会長 

糸魚川 友宏 朝霞市ＰＴＡ連合会 

金子 好隆 朝霞市社会福祉協議会会長 

島 礼次 朝霞市自治会連合会会長 

○鈴木 龍久 朝霞市商工会副会長 

髙橋 隆二 朝霞市老人クラブ連合会会長 

第４号 市内の公共的団体等

の役員・職員 

６人 

中森 茂治 朝霞青年会議所理事長 

井上 晶子 元川越市助役 

◎内田 雄造 東洋大学教授 

高橋 健介 東洋大学講師 

萩原 淳司 埼玉りそな産業協力財団主席研究員 

第５号 知識経験を有する者 ５人 

宮崎 進 元朝霞市職員 

大杉 信子 市民 

北見 忠英 市民 

第６号 公募による市民 ３人 

佐藤 格 市民 

平成 22 年 7 月 14 日委嘱時現在 



 

 

115

（３）諮問及び答申 

 

《諮問》 

 

 

朝 政 発 第 ８ ０ 号 

平成２２年７月１４日 

 

 

  朝霞市総合振興計画審議会会長 様 

 

                   

朝 霞 市 長   富 岡 勝 則 

 

   

第４次朝霞市総合振興計画について（諮問） 

 

 

朝霞市総合振興計画審議会条例第２条の規定に基づき、第４次朝霞市総合振興計画後

期基本計画について、貴審議会の意見を求めます。 
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《答申》 

 

 

平成２３年１月２４日 

 

  朝霞市長 富岡 勝則 様 

 

朝霞市総合振興計画審議会 

会長  内田 雄造 

 

 

第４次朝霞市総合振興計画後期基本計画の策定について（答申） 

 

 

平成２２年７月１４日付朝政発第８０号をもって諮問のあった第４次朝霞市総合振

興計画後期基本計画について、当審議会において１０回にわたり慎重に審議した結果、

別冊のとおり取りまとめましたので答申いたします。 

 

なお、総合振興計画の進行管理の方法などについて、当審議会において出された具体

的な意見を「付帯意見」として別紙にまとめましたので、特段の配慮をお願いします。 

 

 

（別紙） 

 

朝霞市総合振興計画後期基本計画に関する付帯意見 

 

（１）今回の計画には、資料として朝霞市の主な個別計画を列挙しました。その中で、特

に各部に関わる基本計画（マスタープラン）については、所管において市民参加の

審議会等が進行管理を行いつつありますが、未だ、基本計画の策定に至っていない

部署及び、計画があっても進行管理が行われていない部署については、後期基本計

画中において対応されるよう担当課の努力をお願いします。 

 

（２）前期基本計画と同様に後期基本計画の進行管理についても、これを担う組織が原則

として必要です。しかしながら、当面は、所管の分野について、新たに設けられた

成果指標と併せ、各所管において市民参加の審議会等が進行管理を行い、その評価

結果を受けて、全体の進行管理は既存の外部評価委員会が担当することが現実的と

思われます。 
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４ 庁内体制 

 

（１）策定委員会要綱 

 

第４次朝霞市総合振興計画後期基本計画策定委員会要綱 

 

（設置） 

第１条 第４次朝霞市総合振興計画後期基本計画（以下「後期基本計画」という。）の策定を行うため、第４

次朝霞市総合振興計画後期基本計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 策定委員会は、次に掲げる事務を処理する。 

（１）後期基本計画の策定に関する事項 

（２）その他後期基本計画策定に必要な事項 

（組織） 

第３条 策定委員会は、別表１に定める者をもって組織する。 

２ 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

３ 委員長は、審議監の職にある者をもって充て、副委員長は、委員の互選により定める。 

４ 委員長は、策定委員会を統括する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

第４条 策定委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 策定委員会は、その事務を処理するために必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意

見の聴取、説明その他必要な協力を求めることができる。 

（幹事会） 

第５条 所掌する事務について、調査、研究させるため、策定委員会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。 

３ 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選により定める。 

４ 幹事は、部会長及び副部会長をもって充てる。 

５ 幹事会は、幹事長が必要に応じて招集し、その議長となる。 

６ 幹事長は、必要に応じて幹事会の会議に幹事以外の者の出席を求めることができる。 

（部会） 

第６条 幹事会に、別表２に掲げる部会を置く。 

２ 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。 

３ 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。 

４ 部会員は、別表２に定める課所等の課長又は、課長級の職にある者をもって充てる。 

５ 部会長は、部会の会務を総理し、所掌事務にかかる部門別計画案その他必要な資料等を幹事会に提出す

るものとする。 

６ 部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。 

第７条 策定委員会及び幹事会（以下「策定委員会等」という。）の庶務は、政策企画室において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会等の運営に関し必要な事項は、策定委員会委員長が定め

る。 

   附 則 

この要綱は、平成２１年８月１４日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２２年１月１日から施行する。 

（会議） 

（庶務） 
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別表１（策定委員会） 

委 員 長：審議監 

副委員長：委員の互選 

委  員：総務部長、市民環境部長、福祉部長、健康づくり部長、都市建設部長、会計管理者、水道

部長、議会事務局長、学校教育部長、生涯学習部長、監査委員事務局長 

 

（幹事会） 

幹 事 長：幹事の互選 

副幹事長：幹事の互選 

幹  事：部会長、副部会長 

 

別表２（部 会） 

部会名 構  成 

総務部会(14 課) 

秘書室、政策企画室、職員課、人権庶務課、市政情報課、危機管理課、

財政課、財産管理課、課税課、納税課、出納室、議会総務課、選挙管理

委員会事務局、監査委員事務局 

市民環境部会(10 課) 

総合窓口課、地域づくり支援課、産業振興課、環境保全課、資源リサイ

クル課、内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所、憩いの湯、農業

委員会事務局 

健康福祉部会(5 課) 福祉課、長寿はつらつ課、子育て支援課、健康づくり課、保険年金課 

都市建設部会(8 課) 
都市計画課、建築課、道路交通課、下水道課、入札契約室、検査室、水

道経営課、水道施設課 

教育部会(10 課) 
教育総務課、教育管理課、教育指導課、学校給食課、生涯学習課、スポ

ーツ課、文化財課、中央公民館、図書館、猪苗代湖自然の家 

※構成は行政組織順で記載。 
 

（２）名簿 

①策定委員会                            ◎委員長 ○副委員長 

職 氏名 職 氏名 

審議監 ◎田中 幸裕 会計管理者 関根 悟 （酒井静夫）

総務部長 ○小林 光夫（三吉正徳） 水道部長 新井 重隆（高橋俊有）

市民環境部長 崎原 浩二（石川喜市） 議会事務局長 丸山 義治 

福祉部長 小林 清 （安田秀隆） 学校教育部長 内田 明 

健康づくり部長 中村 之男 生涯学習部長 安田 秀隆（竹澤秀夫）

都市建設部長 高橋 涼 監査委員事務局長 星野 義雄（江田晴夫）

平成 23 年 1月 1日現在（カッコ内は平成 22 年 12 月 31 日までの前任者） 
 

②策定委員会幹事会                         ◎幹事長 ○副幹事長 

部 会 名 課 名 職 名 氏 名 

危機管理課 参事兼課長  関根 悟 
総務部会 

出納室 室長  小野里 雅子 

産業振興課 部次長兼課長  細沼 栄 
市民環境部会 

環境保全課 参事兼課長  島村 幸広 

健康づくり課 部次長兼課長  菅田 恵子 
健康福祉部会 

福祉課 部次長兼課長  小林 清 

検査室 室長 ◎ 谷 正之 
都市建設部会 

入札契約室 室長  渡辺 淳史 

スポーツ課 部次長兼課長 ○ 安岡 誠治  
教育部会 

教育指導課 参事兼課長  横山 敬一 

平成 22 年 12 月 31 日現在   
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③策定部会                               ◎部会長 ○副部会長 

部会名 課 名 職名 氏名 

秘書室 室長 宮村 徹 

政策企画室 主幹兼室長補佐 神田 直人 

職員課 主幹兼課長補佐 関根 千賀子 

人権庶務課 参事兼課長 岡田 健 

市政情報課 主幹兼課長補佐 清水 豊 

危機管理課 参事兼課長 ◎ 関根 悟 

財政課 主幹兼課長補佐 上野 正道 

財産管理課 主幹兼課長補佐 星野 和彦 

課税課 課長 木村 宏 

納税課 参事兼課長 渡辺 幸一 

出納室 室長 ○ 小野里 雅子 

議会総務課 局次長兼課長  坂田 精一 

選挙管理委員会事務局 局長 蕪木 正明 

総務部会 

(14 課) 

監査委員事務局 主幹兼局次長 塩野 彰 

総合窓口課 部次長兼課長 渡辺 健司 

地域づくり支援課 課長兼憩いの湯所長 比留間 寿昭 

産業振興課 部次長兼課長 ◎ 細沼 栄 

環境保全課 参事兼課長 ○ 島村 幸広 

資源リサイクル課 課長 佐藤 隆司 

内間木支所 所長 安田 説夫 

朝霞台出張所 参事兼所長 石本 成生 

朝霞駅前出張所 所長 新井 隆美 

憩いの湯 所長兼地域づくり支援課長 比留間 寿昭 

市民環境部会 

(10 課) 

農業委員会事務局 局長 飯島 勤 

福祉課 部次長兼課長 ○ 小林 清 

子育て支援課 参事兼課長 田中 幸男 

長寿はつらつ課 課長 目崎 康浩 

健康づくり課 部次長兼課長 ◎ 菅田 恵子 

健康福祉部会 

(5 課) 

保険年金課 課長 薮塚 耕二 

都市計画課 参事兼課長 内田 肇 

建築課 部次長兼課長 池田 邦臣 

道路交通課 部次長兼課長 星野 義雄 

下水道課 参事兼課長 松本 茂 

入札契約室 室長 ○ 渡辺 淳史 

検査室 室長 ◎ 谷 正之 

水道経営課 部次長兼課長 新井 重隆 

都市建設部会 

(8 課) 

水道施設課 課長 橋本 則夫 

教育総務課 課長 高橋 弘 

教育管理課 課長 嶋 徹 

教育指導課 参事兼課長 ○ 横山 敬一 

学校給食課 課長 伊藤 幹男 

生涯学習課 課長 田村 道子 

スポーツ課 部次長兼課長 ◎ 安岡 誠治 

文化財課 課長 神津 明美 

中央公民館 参事兼中央公民館長 藤田 五月 

図書館 館長 蕪木 行雄 

教育部会 

(10 課) 

猪苗代湖自然の家 所長 加藤 武 

平成 22 年 12 月 31 日現在 
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５ 市民意向の把握 

（１）市民意識調査の概要 

①調査の目的 

「後期基本計画」を策定する基礎資料として活用するために行ったもの。 

②調査の方法 

・調 査 対 象 市内居住の１８歳以上の男女 

・対 象 者 数 ３，０００人 

・抽 出 方 法 住民基本台帳（平成２２年３月１日現在）から無作為抽出 

・調 査 方 法 郵送配布・郵送回収 

・調 査 期 間 平成２２年３月１日送付、３月１５日締切 

③調査項目 

・朝霞市のイメージについて ・日常生活について ・市の全般的な取組みについて 

・まちづくりへの市民の参加について ・市政について ・自由記入意見 

④回収結果 

・標 本 数 ２，９８０票（宛先不明（２０票）を含む総発送数は３，０００票） 

・有効回収数 １，１３６票 

・有効回収率 ３８．１％ 

 

（２）中学生・高校生アンケートの概要 

①調査の目的 

「後期基本計画」を策定する基礎資料として活用するために行ったもの。 

②調査の方法 

・調 査 対 象 朝霞市に立地する市立中学校及び県立高校に在学する生徒 

・対 象 数 ２３７人 

・抽 出 方 法 各学校とも１クラスずつ 

・調 査 方 法 学校を通じて配布・回収 

・調 査 期 間 平成２１年９月１８日～１０月１日 

③調査項目 

・朝霞市について日頃感じていること ・これからの朝霞市のまちづくりについて 

④回収結果 

・標 本 数 ２３７票 

・有効回収数 ２３７票 

・有効回収率 １００％ 

 

（３）パブリック・コメントの概要 

①実 施 期 間  平成２２年１１月１５日～１２月１４日 

②方 法  広報、ホームページ、公共施設において公開 

③受 付  メール、ファックス、窓口持参 

④結 果  １０人から意見提出、意見数１４３件 



 

 

121

  

６ 主な個別計画一覧 

施策の大綱 大柱 計画名 部 課 

Ⅰ章全般 都市計画マスタープラン（Ｈ16～37） 
《都市計画審議会》 

都市建設部 都市計画課

１ 土地利用 基地跡地利用計画（Ｈ20～） ― 政策企画室

２ 道路・橋梁 市道整備基本計画 都市建設部 道路交通課

３ 公園・緑地・河川 緑の基本計画（Ｈ12～32） 
《緑化推進会議》 

都市建設部 都市計画課

４ 上水道・下水道 水道事業経営第４次拡張変更（Ｈ13
～25） 
水道事業財政収支計画（Ｈ22～24） 
《水道審議会》 

水道部 
 
水道部 

水道経営課
 
水道経営課

５ 景観    

Ⅰ章 自然と調
和したゆとりあ
る都市づくり（都
市整備） 

６ 住環境・住宅    

１ 防災・消防・救急 地域防災計画（Ｈ20～） 
《防災会議》 
国民保護計画（Ｈ19～） 
《国民保護協議会》 
建築物耐震改修促進計画（Ｈ21～27） 

総務部 
 
総務部 
 
都市建設部 

危機管理課
 
危機管理課
 
建築課 

２ 交通 市道整備基本計画（Ｈ３～） 都市建設部 道路交通課

３ 環境 環境基本計画（Ｈ14～23） 
《環境審議会》 
第２次地球温暖化対策実行計画（Ｈ
21～25） 

市民環境部 
 
市民環境部 

環境保全課
 
環境保全課

４ ごみ・し尿処理 第４次一般廃棄物処理基本計画（Ｈ
21～30） 
《廃棄物減量等推進審議会》、《一般
廃棄物処理業務に係る専門委員会》 
分別収集計画 
《リサイクル推進員連絡会議》 

市民環境部 
 
 
 
市民環境部 

資源ﾘｻｲｸﾙ
課 
 
 
資源ﾘｻｲｸﾙ
課 

Ⅱ章 安全で快
適な生活環境づ
くり（生活環境） 

５ 生活 第２次防犯推進計画（Ｈ23～27） 
《防犯推進協議会》 

総務部 危機管理課

１ 子育て支援 あさか子どもプラン 次世代育成支
援行動計画・後期計画（Ｈ22～26） 
《あさか子どもプラン推進委員会》、
《保育園運営協議会》、《児童館運営
協議会》、《要保護児童対策地域協議
会》、《育成協議会》、《育成保育審査
委員会》 

福祉部 子育て支援
課 

２ 高齢者支援 第４期高齢者福祉計画（Ｈ21～23） 
《高齢者福祉計画推進会議》、《地域
包括支援センター※運営協議会》、
《地域密着型サービス運営委員会》 

健康づくり
部 

長寿はつら
つ課 

３ 障害者支援 第３次障害者プラン（Ｈ19～23） 
《障害者プラン推進委員会》、《障害
者自立支援協議会》 
第２期障害福祉計画（Ｈ21～23） 

福祉部 福祉課 

４ 地域福祉・社会保障 第２期地域福祉計画（Ｈ23～27） 
《地域福祉計画進行管理委員会》、
《総合福祉センター運営協議会》 
特定健康診査等実施計画（Ｈ20～24） 
《国民健康保険運営協議会》 

福祉部 
 
 
健康づくり
部 

福祉課 
 
 
保険年金課

Ⅲ章 みんなで
支え合う健やか
な社会づくり（福
祉・健康づくり） 

５ 保健・医療 あさか健康プラン２１（Ｈ16～24） 
《あさか健康プラン２１推進委員
会》、《健康づくり推進協議会》 

健康づくり
部 

健康づくり
課 
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施策の大綱 大柱 計画名 部 課 

１ 学校教育    

２ 青少年育成    

３ 生涯学習 第２次生涯学習計画（Ｈ19～28） 
《青少年問題協議会》 

生涯学習部 生涯学習課

４ スポーツ・レクリエー 
ション 

   

Ⅳ章 豊かな心
と人間性を育む
人づくり（教育・
文化） 

５ 地域文化    

Ⅴ章全般 商業振興ビジョン（Ｈ16～27） 市民環境部 産業振興課

１ 産業育成    

２ 産業活性化    

Ⅴ章 まちの活
力を生み出す産
業づくり（産業振
興） ３ 中小企業・勤労者支援 中心市街地活性化基本計画（Ｈ15～） 市民環境部 産業振興課

１ コミュニティ    

２ 市民活動    

３ 男女平等 男女平等推進行動計画（Ｈ18～27）
《男女平等推進審議会》、《男女平等
推進審議会専門部会》 

総務部 人権庶務課

４ 国際化 国際化基本指針（Ｈ21～） 市民環境部 地域づくり
支援課 

Ⅵ章 ふれあい
と連帯を広げる
地域づくり（交
流・コミュニテ
ィ） 

５ 人権    

１ 市民参画 市民協働※指針（Ｈ20～） 市民環境部 地域づくり
支援課 

２ 行政 第４次行政改革大綱（Ｈ23～27）《外
部評価委員会》、《行政改革懇談会》 
人材育成基本方針（Ｈ17～） 
朝霞市有公共施設耐震化計画（Ｈ20
～26） 

― 
 
総務部 
総務部 

政策企画室
 
職員課 
財産管理課

Ⅶ章 構想推進
のために 

３ 財政    

注：表中、《》は、計画に関連のある審議会等です。 
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【用途地域図】 

７ 参考図表 

 

  

 

Ⅰ章 １ 土地利用（３２ページ） 
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Ⅰ章 １ 土地利用（３２ページ） 
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Ⅰ章 ２ 道路・橋梁（３４ページ）
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Ⅰ章 ２ 道路・橋梁３４ページ） 
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【都市公園※・児童遊園※位置図】 

※ 

※ 

Ⅰ章 ３ 公園・緑地・河川（３６ページ）
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Ⅱ章 １ 防災・消防・救急（４６ページ）
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宮戸保育園

朝霞第三小学校

根岸台保育園

北朝霞保育園

朝霞第十小学校
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Ⅱ章 ２ 交通（４８ページ） 

市内循環

民　　間
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Ⅲ章 １ 子育て支援（５８ページ） 

※ 
※ 

宮戸保育園

大山保育園

北朝霞保育園（分園）

北朝霞保育園

子育て支援センター

泉水放課後児童クラブ

溝沼放課後児童クラブ

滝の根保育園

さわらび保育園

ゆりの木保育園

膝折放課後児童クラブ

ひざおり児童館

みぞぬま児童館

栄町放課後児童クラブ

朝霞しらこばと保育園

溝沼保育園

泉水保育園

保育園

家庭保育室

放課後児童クラブ

児童館

その他

小学校区

朝志ヶ丘放課後児童クラブ

浜崎保育園
子ども相談室

浜崎放課後児童クラブ

はまさき児童館

朝霞どろんこ保育園

きたはら児童館

岡放課後児童クラブ

ねぎしだい児童館

根岸台放課後児童クラブ

東朝霞保育園

根岸台保育園

本町保育園

本町放課後児童クラブ

子育て支援センター

さくら保育園

栄町保育園

ファミリーサポートセンター

あさかたんぽぽ保育園

あさかたんぽぽ保育園分園

太陽と大地のこども保育園

幸町放課後児童クラブ
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Ⅲ章 ２ 高齢者支援（６０ページ）、３ 障害者支援（６２ページ）

※障害者就労支援センター、
地域包括支援センター、 
福祉作業所は、用語解説が
あります。 

地域活動支援センターれすと

地域包括支援センターつつじの郷

地域活動支援センターつばさ工房

溝沼老人福祉センター

地域包括支援センター
モーニングパーク

はあとぴあ（総合福祉センター）

あさか福祉作業所

地域包括支援センター 内間木苑

地域包括支援センター 
ひいらぎの里

・浜崎老人福祉センター
・老人デイサービスセンター
・ヘルパーステーション
・ボランティアセンター
・地域活動支援センター
・障害者多機能型施設
・障害者就労支援センター
・障害者相談支援センター
・手話通訳者等派遣事務所

特別養護老人ホーム「朝光苑」
あさか向陽園

朝光苑デイサービスセンター
地域包括支援センター
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【福祉施設（高齢者・障害者）位置図】
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【各種検診受診者数の推移】 

（単位：人、％） 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 許容値（注） 
人数 率 人数 率 人数 率 率 

対象者数 45,965 － 46,822 － 47,574 － － 
受診者数(集団) 4,550(80) 9.9% 4,564 9.7% 5,111 10.7% － 
要精検者数 1,030 22.6% 989 21.7% 274 5.3% 11.0%以下
精検受診者数 569 56.1% 352 35.6% 119 43.4% 70.0%以上

対受診者数 0.09% 0.18% 0.07% 0.11%以上

胃
が
ん 

がん 
発見数 対精検受診者数 

4 
0.70%

8
2.27%

4 
0.92% 1.0%以上

対象者数 37,989 － 38,643 － 39,201 － －
受診者数 3,835 10.1% 3,077 8.0% 3,978 10.1% －
要精検者数 4 0.1% 12 0.4% 21 0.5% 1.4%以下
精検受診者数 1 25.0% 4 33.3% 6 28.5% 70.0%以上

対受診者数 0% 0% 0.05% 0.05%以上

子
宮
が
ん(

頸
部
） 

がん 
発見数 対精検受診者数 

0 
0%

0
0%

2 
33.3% 4.0%以上

対象者数 37,989 － 38,643 － 39,201 － － 
受診者数 1,929 5.1% 1,611 4.2% 750 1.9% － 
要精検者数 7 0.4% 4 0.2% 1 0.1% － 
精検受診者数 0 0% 1 25.0% 0 0% － 

対受診者数 0% 0% 0% － 

子
宮
が
ん
（
体
部
） 

がん 
発見数 対精検受診者数 

0 
0%

0
0%

0 
0% － 

対象者数 33,401 － 34,036 － 34,608 － － 

受診者数(集団) 
3,993 

(1,046) 
12.0%

3,777
(1,017)

11.1%
5,207 

(1,763) 
15.0% － 

要精検者数 258 6.5% 172 4.6% 273 5.2% 11.0%以下
精検受診者数 99 38.4% 94 54.7% 188 68.8% 80.0%以上

対受診者数 0.02% 0.16% 0.21% 0.23%以上

乳
が
ん 

がん 
発見数 対精検受診者数 

1 
1.00%

6
6.38%

11 
5.85% 2.5%以上

対象者数 52,639 － 53,609 － 54,431 － －
受診者数（集団） （456） 0.9% 9,666 18.0% 11,223 20.6% －
喀痰検査 29 0.1% 809 1.5% 820 7.3% －
要精検者数 12 2.6% 472 4.9% 287 2.5% 3.0%以下
精検受診者数 10 83.3% 156 33.1% 160 55.7% 70.0%以上

対受診者数 0% 0.01% 0.03% 0.03%以上

肺
が
ん 

がん 
発見数 対精検受診者数 

0 
0%

1
0.64%

4 
2.50% 1.3%以上

 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 ※許容値 

 

人数 率 人数 率 人数 率 率 
対象者数 55,896 －  56,860 － 57,685 － － 

受診者数（集団） 
 

（14,053） 
25.1%

 10,212 18.0% 11,280 19.5% － 

要精検者数 1,001 7.1% 745 7.3% 814 7.2% 7.0%以下
精検受診者数 171 17.1% 212 28.5% 333 40.9% 70.0%以上

対受診者数 0.04% 0.09% 0.09% 0.13%以上

大
腸
が
ん 

がん 
発見数 対精検受診者数 

5 
2.92%

9
4.25%

11 
3.30% 1.9%以上

対象者数 9,313 －   9,685 － 9,964 － － 
受診者数 3,957 42.5% 3,545 36.6% 4,093 41.0% － 
要精検者数 292 7.4% 275 7.8% 271 6.6% － 
精検受診者数 88 30.1% 124 45.1% 107 39.4% － 

対受診者数 0.30% 0.51% 0.43% － 

前
立
腺
が
ん がん 

発見数 対精検受診者数 
12 

13.6%
18

14.5%
18 

16.8% － 

資料：健康づくり課 

注：精検受診者数・がん発見数：平成 22 年 5 月 12 日現在 

注：許容値：がん検診事業の評価に関する委員会が設定した、精度管理・事業評価における 低限の基準

（「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」より抜粋） 

Ⅲ章 ５ 保健・医療（６６ページ） 
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Ⅳ章 １ 学校教育（７０ページ） 

朝霞第五中学校

朝霞第二中学校

朝霞第三中学校

朝霞第一中学校

朝霞第四中学校

朝霞第四小学校

朝霞第八小学校

朝霞第一小学校

朝霞第十小学校

朝霞第九小学校

朝霞第三小学校

朝霞第六小学校

朝霞第二小学校

朝霞第七小学校

朝霞第五小学校Ｊ
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【小・中学校位置図】
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Ⅳ章 ４ スポーツ・レクリエーション（７６ページ） 

国
道
254号

バ
イ
パ
ス

滝の根テニスコート

武道館

青葉台公園芝生広場

総合体育館

青葉台公園テニスコート

朝霞中央公園陸上競技場
朝霞中央公園野球場

上野荒川運動公園サッカー場
上野荒川運動公園野球場

内間木公園ソフトボール場
内間木公園テニスコート
内間木公園弓道場

北朝霞公園野球場

弁財公園テニスコート

健康増進センター
（わくわくどーむ）

溝沼子どもプール
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【スポーツ施設位置図】
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種類 区分 名称 所在地（管理者） 概要 指定年月日

建造物 重文 旧高橋家住宅 根岸台（朝霞市） 江戸時代中期に建てられた茅葺農家建築 平成13年11月14日

絵画 市指 絹本着色両界曼荼羅 宮戸（宝蔵寺） 室町～江戸時代の作と推定される仏画 平成4年11月27日

市指 泉蔵寺銅鐘 溝沼（泉蔵寺） 正徳4年粉河市正作銘のある市内最古の銅鐘 昭和51年3月13日

市指 溝沼獅子舞用具 溝沼（金子家） 溝沼獅子舞に使用する用具（獅子頭・太鼓等） 昭和48年1月1日

市指 鉄造阿弥陀如来立像 根岸台（台雲寺） 鎌倉末～室町時代に製作された鉄仏 平成6年3月25日

市指 山岡鉄舟扁額 岡（市教育委員会） 山岡鉄舟筆による「膝折学校」扁額 昭和48年1月1日

市指 相沢家文書 岡（市教育委員会） 地方文書（江戸時代旧根岸村名主関係文書） 昭和48年1月1日

市指 内田家文書 岡（市教育委員会） 地方文書（明治時代前半の戸長関係文書） 昭和48年1月1日

市指 消防日誌 岡（市教育委員会） 旧岡村の消防団の出動記録 昭和48年1月1日

市指 町名改称許可書 岡（朝霞市） 「朝霞町」に町名を改称するときの許可書 昭和48年1月1日

市指 牛山家文書 膝折町（牛山家） 地方文書（江戸時代旧膝折宿名主関係文書） 昭和51年3月13日

市指 塩味家文書 溝沼（塩味家） 地方文書（江戸時代旧溝沼村名主関係文書） 昭和51年3月13日

市指 奥住家文書 岡（市教育委員会） 江戸～明治時代の水車（伸銅）関係文書 昭和51年3月13日

市指 比留間家文書 岡（比留間家） 地方文書（江戸時代旧岡村名主関係文書） 昭和51年3月13日

市指
元禄七年秣場
争論裁許絵図

岡（市教育委員会） 江戸時代の共同採草地の利用をめぐる判決文 平成7年2月23日

県指 板石塔婆 根岸台（金子家） 不動曼荼羅と五輪塔を刻む正安3年銘の板碑2基 昭和40年3月16日

県指
宮戸薬師堂山経塚

出土経筒及び外容器
岡（市教育委員会） 宮戸で出土した平安時代の経筒・和鏡・甕・鉢 平成4年3月11日

市指 泉水遺跡出土品 岡（市教育委員会） 泉水遺跡より発掘調査によって出土した土器・石器 昭和48年1月1日

市指 六道地蔵尊 三原（六道地蔵尊保存会） 溝沼・浜崎境にある六道地蔵石幢 昭和48年1月1日

市指 一乗院の板石塔婆 膝折町（一乗院） 元徳2年～文明12年までの板碑約190基 昭和50年3月17日

市指 東圓寺の板石塔婆 岡（東圓寺） 市内最古の文永5年をはじめとする板碑約25基 昭和50年3月17日

歴史
資料

市指 内間木神社大絵馬 岡（内間木神社）
市内最古の「秩父札所参り」をはじめとする
大絵馬4面

平成12年2月1日

市指 溝沼獅子舞 溝沼（溝沼獅子舞保存会） 春・秋に行われる市内に残る唯一の獅子舞 昭和48年1月1日

市指 根岸野謡 根岸台（根岸野謡保存会） 根岸台地区に伝わる婚礼等でうたわれる謡 昭和50年3月17日

県指 柊塚古墳 岡（朝霞市他）
全長約72m、高さ約8mの県南部を代表する
前方後円墳

平成14年3月22日

市指 広沢の池 栄町（市教育委員会） 古来より灌漑用水などに利用された湧水池 昭和48年1月1日

市指 郷戸遺跡 根岸台（渡辺家） 発掘調査された弥生後期 昭和48年1月1日

市指 二本松 本町（市教育委員会） 江戸時代の庚申塔が立つ旧道の目印 昭和58年11月9日

市指 夏ぐみ 根岸台（石原家） 推定樹齢200年、樹高約10m 昭和50年3月17日

市指 ゆず 根岸台（高橋家） 推定樹齢250年、樹高約7m 昭和50年3月17日

市指 湧水代官水 岡（朝霞市他）
灌漑用水などとして地域の人々に「代官水」と呼ば
れていた貴重な湧水

平成22年9月1日

注：重文＝重要文化財　県指＝埼玉県指定文化財　市指＝朝霞市指定文化財

種類 区分 名称 所在地（管理者） 概要 選定年月日

史跡 県選 岡の城山 岡（朝霞市他） 縄文時代の貝塚や中世の城館跡の残る遺跡 昭和44年10月1日

○埼玉県重要選定遺跡

史跡

工芸品
・彫刻

書跡・
古文書

考古
資料

無形
文化財

天然
記念物

【指定文化財一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：文化財課 

 

Ⅳ章 ５ 地域文化（７８ページ） 
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Ⅵ章 １ コミュニティ（９０ページ） 

※市民活動支援センター、 
シニア活動センター、 
リサイクルプラザは、用語
解説があります。 

宮戸市民センター

北朝霞公民館

溝沼市民センター

西朝霞公民館

南朝霞公民館

栄町市民センター

膝折市民センター

中央公民館
コミュニティセンター

斎場
弁財市民センター

朝志ヶ丘市民センター

産業文化センター

リサイクルプラザ（エコネットあさか）

憩いの湯（湯～ぐうじょう）

内間木公民館

根岸台市民センター

市民会館（ゆめぱれす）

仲町市民センター

市民活動支援ステーション
　　　　　　・シニア活動センター

東朝霞公民館
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【歳入決算状況（一般会計）の推移】 

（単位：千円） 

区  分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

歳入合計 35,626,914 35,948,199 34,572,865 35,424,783 38,535,357

市税 18,257,561 19,191,850 20,689,054 21,056,700 20,782,769

地方譲与税 682,878 1,127,605 259,253 249,768 234,012

利子割交付金 95,064 64,317 90,244 88,652 72,020

配当割交付金 51,320 76,977 94,447 34,990 27,467

株式等譲渡所得割交付金 78,700 63,339 53,260 12,098 14,710

地方消費税交付金 949,063 1,011,417 1,000,050 932,239 994,686

ゴルフ場利用税交付金 17,299 16,291 15,345 15,304 15,884

自動車取得税交付金 214,842 219,743 191,368 173,203 101,440

国有提供施設等所在市町村

助成交付金 
98,792 74,952 57,173 41,177 79,892

地方特例交付金 803,515 599,509 129,578 295,056 267,288

地方交付税 249,052 186,789 137,018 139,970 140,124

交通安全対策特別交付金 19,504 20,976 20,291 17,642 17,824

分担金及び負担金 463,569 475,377 507,890 483,450 503,338

使用料及び手数料 811,306 644,771 730,927 765,683 749,512

国庫支出金 3,190,948 3,377,783 2,754,247 3,299,798 6,239,445

県支出金 985,830 1,085,948 1,369,469 1,335,321 1,346,947

財産収入 366,392 39,445 10,270 20,689 14,952

寄附金 448 1,631 287 3,827 391

繰入金 719,909 491,041 227,275 352,925 151,104

繰越金 2,396,948 2,171,213 2,684,538 1,846,120 1,772,925

諸収入 1,379,474 1,098,825 1,037,510 1,089,693 1,039,896

市債 3,794,500 3,908,400 2,513,371 3,170,478 3,968,731

資料：財政課 

 

 

【市税決算状況の推移】 

（単位：千円） 

区     分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

総額 18,257,561 19,191,850 20,689,054 21,056,700 20,782,769

普通税 17,088,634 18,050,069 19,536,037 19,881,544 19,595,119

市民税 8,425,055 9,261,691 10,557,223 10,748,360 10,379,167

固定資産税 7,947,858 8,040,531 8,227,792 8,388,085 8,501,051

軽自動車税 63,666 67,629 71,641 74,562 77,607

市たばこ税 652,055 680,218 679,381 664,041 637,294

 

特別土地保有税 - - - 6,496 -

目的税 1,168,927 1,141,781 1,153,017 1,175,156 1,187,650

 都市計画税 1,168,927 1,141,781 1,153,017 1,175,156 1,187,650

資料：財政課 

 

Ⅶ章 ３ 財政（１０６ページ）
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【歳出決算状況（一般会計）の推移（目的別、性質別）】 

（目的別） 

                                        (単位：千円） 

区  分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

歳出合計 33,455,701 33,263,662 32,726,746 33,651,858 37,175,266

議会費 281,130 273,850 248,905 252,927 277,188

総務費 4,170,452 4,132,318 4,138,235 4,189,710 4,683,814

民生費 10,129,306 10,917,196 11,598,258 11,418,903 12,247,095

衛生費 3,228,035 3,240,710 2,617,958 2,740,339 2,544,215

労働費 57,573 48,479 40,409 29,212 47,358

農林水産業費 83,937 83,893 76,992 79,051 79,335

商工費 194,876 190,129 193,485 202,421 2,168,353

土木費 4,380,254 6,115,360 5,274,233 3,669,699 2,808,597

消防費 1,288,037 1,238,281 1,283,957 1,288,258 1,280,101

教育費 7,455,420 4,712,108 4,664,907 6,953,379 8,164,985

公債費 2,186,294 2,310,808 2,586,524 2,822,100 2,874,225

諸支出金 387 530 2,883 5,859 -

予備費 － - - - -

資料：財政課 

 

（性質別） 

                                        (単位：千円） 

区  分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

歳出合計 33,455,701 33,263,662 32,726,746 33,651,858 37,175,266 

人件費 6,047,891 6,007,891 6,047,334 6,119,057 6,138,577 

扶助費 4,355,173 4,583,558 5,101,927 5,296,115 5,845,953 

公債費 2,186,232 2,310,796 2,586,512 2,822,090 2,874,225 

物件費 7,832,932 7,405,546 7,973,680 7,653,541 7,769,765 

維持補修費 360,022 391,289 416,678 446,353 477,536 

補助費等 2,622,062 2,646,258 2,685,363 3,316,231 5,512,334 

積立金 933 997 25,433 5,008 3,921 

投資・出資・貸付金 131,190 110,080 102,080 95,600 115,678 

繰出金 3,057,716 3,201,617 3,443,147 2,539,673 2,375,330 

普通建設事業費 6,861,550 6,605,630 4,344,592 5,358,190 6,061,947 

 補助事業費 1,959,955 2,840,147 805,918 1,658,005 1,776,004 

 単独事業費 4,901,595 3,765,483 3,538,674 3,700,185 4,285,943 

資料：財政課 
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８ 用語解説 

（本文中で「※」を付した用語の解説一覧） 

 

用  語 解        説 ページ 

あ行 

ＩＣＴ、ＩＴ 【アイシーティ】（Information and Communication Technology） 

【アイティ】（Information Technology） 

情報通信技術、また、それを用いたサービスや事業等 

（ICT） 

21、 30、

103、105 

（IT） 

5、21 

朝霞ブランド 朝霞の風土、歴史、素材などを活かしたアイデアあふれる商品や製法、

品質、機能などの商品特性に優れ、朝霞市をアピールできる商品。朝霞

ブランドとして認定し、市民一人ひとりが自信と誇りを持てる朝霞ブラ

ンドを市の内外に発信し、地域の活性化を図る制度 

21、28、82、

83 

荒川近郊緑地保全区

域 

首都圏近郊緑地保全法に基づく緑地の保全地域。この法律は、首都圏の

既成市街地の近郊に存在する自然環境の良好な地域を保全することが、

首都及び周辺地域住民の健全な生活環境を確保し、首都圏の秩序ある発

展を図るために欠くことができない条件であることから、その保全に関

し必要な事項を定めた法律。国土交通省が所管し、近郊緑地保全区域の

指定、同区域内の各種行為の規制、保全に要する費用の負担等が定めら

れている。 

14、32 

ＮＰＯ 【エヌピーオー】（Nonprofit Organization） ボランティア団体や市

民活動団体などの民間の非営利組織のこと。そのうち、特定非営利活動

促進法（通称ＮＰＯ法）に基づく法人格を取得した団体は特定非営利活

動法人（通称ＮＰＯ法人）という。 

16、17、18、

21、30、65、

73、83、92、

93、102、

103 

温室効果ガス 太陽放射により暖められた熱が宇宙に逃げるとき、その一部を吸収して

温室のように地球を暖める性質を持つ気体。京都議定書では、二酸化炭

素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロ

カーボン、六フッ化硫黄の６物質が温室効果ガスとして削減対象となっ

ている。 

4、20、25、

50、51 

か行 

外国語活動 外国語を通じて言語や文化について体系的に理解を深め、積極的にコミ

ュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、外国語の音声や基本

的な表現に慣れ親しませながらコミュニケーション能力の素地を養う

こと。外国語は、英語を取り扱うことを原則としている。 

96、97 

開発手続き条例 正式名称は、朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例。この条

例は、市、事業者等及び市民等が一体となって安全かつ安心で快適な住

環境の整備の推進を図り、住みよいまちづくりの実現を目指すものであ

る。市が、市民及び事業者とともに地域の実情に応じたまちの環境整備

を進めるために、いままで運用してきた指導要綱に代わり、条例を定め、

その手続きや基準の明確化、厳格化を図った。平成２１年４月１日施行。 

42、43 

課税自主権 地方税に関して地方団体が税目や税率を自主的に決めることができる

権限。 

 

18 
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用  語 解        説 ページ 

学校評議員制度 学校が家庭や地域と連携しながら、特色ある教育活動を展開するため、

学校長が保護者や地域住民の意見を幅広く聞くことを目的とする制度。 

71 

合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水（風呂、台所等からの汚水）をあわせて処理する浄化

槽 

25、53 

家庭保育室 保護者の労働または傷病等の事由により保育が困難な０歳児（生後８週

間以上）から２歳児までの乳幼児を保育施設等で預かるサービス。本市

では、基準を満たす施設を指定し、施設の運営費等を補助するほか、所

得に応じ保護者に対して７，０００～４７，０００円の保育料補助を実

施している。 

59 

環境パートナーシッ

プ 

環境問題を解決するために市や市民、事業者、ＮＧＯ等の団体など、異

なる利害関係の立場にある人たちがそれぞれの立場から積極的に協力

して行動すること。以前の公害問題は、規制を強化することで、行政対

応で対策がとられてきたが、増え続けるごみ問題や生活雑排水による水

質汚濁問題、化石燃料の使い過ぎによる地球温暖化問題など 近の環境

問題は、行政による規制だけでは解決できず、住民や事業者など皆が協

力して行動し解決しなければならない問題であることから、共に協力し

あって行動するというパートナーシップという考え方がいろいろなと

ころで提唱されている。 

25、50、51

環境マネジメントシ

ステム 

事業者が行う環境保全のための取組みの手法で、行政や企業等の組織

が、法令等の規制基準を遵守することにとどまらず、自主的、積極的に

環境保全のために取る行動を計画・実行・評価することを指し、そのた

めの（1）環境保全に関する方針、目標、計画等を定め、（2）これを実

行、記録し、（3）その実行状況を点検して方針を見直し、実行すると

いう一連の手続きのこと。 

51 

旧暫定逆線引き地区 農地等が残り、当分の間、市街地整備の見通しが明確でない区域につい

て、用途地域を残したまま一旦、市街化調整区域に編入し、その後、土

地区画整理事業等の計画的な整備の実施が確実となった時点で市街化

区域に再編入するとした地区（昭和５９年～平成１５年に適用された埼

玉県独自の制度）。平成２３年１月２１日に市街化区域への編入が都市

計画決定された。 

14、15、32、

33、34、38、

39、42、43

協働 パートナーシップをもって、それぞれの能力を活かして役割と責任を分

担し、同じ目的の実現に取り組む活動 

2、8、15、

18、22、25、

32、33、36、

37、47、50、

51、91、93、

96、 97、

102、103、

122 

ケアマネジメント 生活困難な状態になり援助を必要とする利用者が、迅速かつ効果的に、

必要とされるすべての保健・医療・福祉サービスを受けられるように調

整することを目的とした援助展開の方法。利用者と社会資源の結び付け

や、関係機関・施設との連携において、この手法が取り入れられている。

なお、介護保険においては、ケアマネジメントは「介護支援サービス」

と呼ばれる。 

63 

ケアマネジャー 介護保険法に基づいて、要介護者等の自立した日常生活を支援する専門

職。要介護者等の課題（ニーズ）の把握、ケアプラン（介護サービス計

画）の作成、各事業者・施設との連絡調整、給付管理などのケアマネジ

メント（介護支援サービス）などを行う。介護支援専門員ともいう。 

61 
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用  語 解        説 ページ 

景観行政団体 景観法に基づいて、景観計画を定めることが出来る団体。朝霞市は、景

観行政団体である埼玉県の計画により景観行政を進めているが、市独自

に景観行政を進めるために、景観行政団体への移行を目指している。 

24、40、41

建築協定 建築基準法などの一般的な制限以外に、市町村が条例で定める一定区域

内で関係権利者の全員の合意のもとに、建築の敷地・構造・意匠などに

ついて取り決める協定。 

42、43 

権利擁護センター 認知症高齢者や障害のある人が、判断能力が不十分なために権利が侵害

されないよう、本人やその家族などからの生活上の悩みや困りごとに対

して、専任の生活相談員（社会福祉士など）や弁護士、司法書士、社会

保険労務士が専門的な立場から問題を整理し、解決に向けて支援（助言、

関係機関との調整など）するところ。 

65 

合計特殊出生率 １５歳から４９歳までの女性の年齢別出生率をすべて足した数字のこ

とで、一人の女性が一生の間に出産する子供の平均の数を表す。合計特

殊出生率＝(母の年齢別出生数／年齢別女子人口)の１５歳から４９歳

までの合計。 

4、20 

高齢者安心見守り通

報システム 

６５歳以上のひとり暮らしの等の方で、日常生活において不安を感じる

方に、緊急時、ボタンを押すことで消防署に通報できる機器を有料で設

置するシステム。月額５００円（生活保護受給者等は無料）で利用する

ことができる。 

60、61 

子育て支援センター 保育園等に併設され、親子が集まって過ごしたり、相談をする場。本市

では、現在８か所で実施している。 

58、59、65

子どもの権利条約 一人ひとりの子どもがその能力を 大限に発達させ、自由で民主的な大

人へと成長する権利を保障し、それを実践するために国や大人がしなけ

ればならないことを規定した国際条約。１９８９年に国連で採択され、

日本は１９９４年に批准した。 

59 

コミュニティビジネ

ス 

地域住民が主体となって、地域の抱える課題の解決や地域住民のニーズ

に応える活動をビジネスとして行い、住みやすい地域づくりに貢献する

仕組み。 

8、17、83

さ行 

彩夏ちゃんサポート

商品券 

元気な高齢者等のボランティアが、援助の必要な高齢者、障害者、子育

て中の方々を有償で支援し、ボランティア自身の介護予防と本市の商業

振興等につなげるため、朝霞市商工会で実施している「朝霞支え合い事

業」において取り扱っている商品券。彩夏ちゃんサポート商品券は１枚

５００円（１時間）。なお、「朝霞支え合い事業」に関係なく商品券と

して購入し、商品券取扱加盟店で利用することもできる。 

23 

埼玉県景観条例 埼玉県の景観形成を進めるための施策を講ずるとともに、景観法に基づ

いて必要な事項を定めることにより、地域の特性を生かした景観形成を

推進し、もって魅力と風格のある郷土の形成に寄与することを目的に制

定されている条例。本市も適用されている。 

40、41 

埼玉県スポーツリー

ダーバンク 

県内でスポーツに関わる組織団体の中からスポーツ活動に対して十分

な理解と知識を有する指導者を登録し、依頼に基づいて派遣する仕組

み。 

77 

再利用、再資源化 一般的に３Ｒ（Reduce、Reuse、Recycle）と呼ばれる。Refuse（ごみを

出さない）を含めると４Ｒ。 

(再利用) 

4 

(再資源化)

4、15、25、

53 
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用  語 解        説 ページ 

ＣＭＳ 【シーエムエス】（Content Management System） ホームページを作

成する形態の一つ。Web コンテンツを構成するテキストや画像などのデ

ジタルコンテンツを統合・体系的に管理し、配信など必要な処理を行う

システムの総称。コンテンツ管理システムとも呼ばれる。（Web とは、

インターネットで標準的に用いられる情報提供システムの一つで、ワー

ルドワイドウェブ（world wide web）のこと。） 

102 

市街化区域 都市計画法に定める都市計画区域のうち、すでに市街地を形成している

区域及び今後優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。 

8、32、38、

39 

市街化調整区域 都市計画法に定める都市計画区域のうち、市街化が抑制される区域。宅

地造成などの開発は原則として制限される。 

6、8、12、

14、15、32、

33、50 

指定管理者 公の施設の管理委託先について、公的主体に限定されていた管理委託制

度に代わり、民間事業者も含めた幅広い団体に委ねることを可能にした

制度。地方自治法に基づく。本市では平成１８年４月より、健康増進セ

ンター（わくわくどーむ）などに導入。 

66、105 

児童虐待防止ネット

ワーク 

市の福祉関係部署及び保健センター、教育委員会、県児童相談所、県保

健所、警察署、医師会、民生・児童委員などによって構成され、児童虐

待防止のための情報交換や効果的な対応について連携して協議・実践す

る仕組み。 

59 

児童憲章 日本国憲法の精神に基づいて、１９５１年に制定された児童の権利の宣

言的文書。 

59 

児童遊園 も身近な街区レベルにある都市公園を補完する子どもや幼児の遊び

の空間。 

36、37、59、

127 

シニア活動センター シニア世代（おおむね５０歳以上）の方が、これまで培った知識や経験

を地域活動に活かせる講座の企画、及び現在活動している団体の情報の

収集や提供などを行う施設。市民活動支援ステーションと併設。 

93 

市民活動支援ステー

ション 

ＮＰＯなどの市民活動を支援するため、団体活動のPRのためのポスター

掲示や、市民活動に関する資料を配布できるほか、参加や運営のご相談

に応じる施設。シニア活動センターと併設。 

92、93 

循環型社会 環境への負荷を減らすため、自然から採取する資源をできるだけ少なく

し、それを有効に使うことによって廃棄されるものを 小限に抑える社

会。 

4、15、16、

25、50、51、

53 

障害者支援費制度 障害者自立支援法以前のサービスで、利用者自らがサービスを選択し、

事業者と対等な立場で契約してサービスを利用できる制度のこと。 

4 

障害者就労支援セン

ター 

障害のある人が働くことを一緒に考え、お手伝いする機関。 

具体的には、就労に関する相談、就職の準備、職場の開拓、職場見学や

実習、就職した際の職場定着、就業生活の支援などを行っている。 

63、87 

食育 生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、健康の確保等が図れ

るよう、自らの食について考える習慣や食に関するさまざまな知識と食

を選択する判断力を楽しく身につけるための学習等の取組み。 

17、58、67、

70、71、85

ショートステイ 家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合に、児童

養護施設等において児童を預かるサービス。本市では、市内里親２家族

と契約し、事業を実施している。 

59 

人口置換水準 人口規模を一定に維持するために必要な水準（一般的には2.08）。 4 
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用  語 解        説 ページ 

浸透施設 建物の屋根に降った雨水を集めて地中に浸透させるため、地面の下に設

置されるもの。浸透ます（主に底面から雨水を浸透させる）と浸透トレ

ンチ（側面からも浸透させることができ、一般的に浸透ますより規模が

大きい）がある。 

39 

スクールガード 学校や学区の巡回を定期的に行い、学校及び地域のボランティアと協力

して子どもたちの安全を守ること。 

55 

３Ｒ 【スリーアール】 ３Ｒ（スリーアール）とは、リデュース（Reduce）、

リユース（Reuse）、リサイクル（Recycle）の３つのＲ（アール）の総

称。  

一つめのＲ（リデュース）は、物を大切に使い、ごみを減らすこと。 

二つめのＲ（リユース）は、使える物は、繰り返し使うこと。 

三つめのＲ（リサイクル）は、ごみを資源として再び利用すること。 

25、53 

生産緑地 市街化区域にある農地を計画的に保全することによって、その緑地機能

を活かし、公害や災害の防止に役立てるとともに良好な都市環境を形成

しようとすること。本市では、１８８地区（４６．２５ｈａ）が指定さ

れている。 

8 

成年後見制度 民法に基づく認知症、知的障害、精神障害などのために判断能力が十分

ではない人を保護するための制度。そのような人が契約を結ぶ必要があ

る場合などに、本人に代わってこれらの行為を行うなどの後見的役割を

務める成年後見人などを家庭裁判所が選任することによって、その判断

能力を補うもの。 

65 

生物多様性 あらゆる生物種の多さと、それらによって成り立っている生態系の豊か

さやバランスが保たれている状態。さらに、生物が過去から未来へと伝

える遺伝子の多様さまでを含めた幅広い概念。 

20、25、51

セーフティネット 生活の救済策を図ることで安全・安心を提供する社会保障を指す。安全

策、特に（財政上の）保証などを指す。サーカスの安全網に由来。 

4、16、86、

87 

ＳＯＨＯ 【ソーホー】（Small Office/Home Office） ＩＣＴ（情報通信技術）

を活用するなどして、個人あるいは少人数で、小さな事務所や自宅をオ

フィスとし、事業活動を行う形態のこと。 

8 

た行 

第１号被保険者 介護護保険法において、市町村の区域内に住所がある６５歳以上の被保

険者。なお、第２号被保険者は、市町村の区域内に住所がある４０歳以

上６５歳未満の医療保険加入者。 

60、61 

太陽光発電 日光が当たると直流電気が発生する太陽電池パネルを利用した発電方

法このこと。太陽エネルギーは無尽蔵であるほか、二酸化炭素や汚染物

質を出さないクリーンエネルギーとして注目されている。 

51 

単独処理浄化槽 し尿（トイレからの汚水）のみを処理する浄化槽。 53 

地域主権 日本国憲法の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的

かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責

任において地域の諸課題に取り組むこと。 

21 

地域包括支援センタ

ー 

地域の住民の保健医療の向上や福祉の増進を包括的に支援する市町村

の機関。地域における介護予防マネジメント、総合相談・支援、権利擁

護、包括的・継続的マネジメントを担う。 

61、64、65、

121 

地区計画 ひとまとまりの街区レベルで、それぞれの地域にふさわしい特徴を持っ

た街づくりを行うために設けられた都市計画法に基づく制度。スプロー

ル化の防止や環境保全を目的にした都市計画のひとつ。 

33、42、43
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用  語 解        説 ページ 

地産地消 地域で生産されたもの（農産物等）を地域で消費すること。 17、23、85

テーマ・コミュニテ

ィ 

共通の関心（たとえば、環境美化、高齢者支援など）に基づき、自主的

な活動を共にするグループや団体、あるいは、その活動のネットワーク。 

6、17 

ＴＭＯ 【ティーエムオー】（Town Management Organization） タウンマネジ

メント機関の略。中心市街地活性化法に基づいて市区町村が定める「活

性化基本計画」に沿って具体的事業を計画、推進していくための機関。 

85 

低炭素社会 地球温暖化の原因である二酸化炭素（ＣＯ2）などの温室効果ガスの排

出を、自然が吸収できる量以内に削減するため、低炭素エネルギーの導

入などの環境配慮を徹底する社会システムのこと。 

25、50、51

ＤＶ 【ディーブイ】（Domestic Violence、ドメスティックバイオレンス） 

配偶者・恋人・その他親密な関係にある者（過去にあったものも含む）

が、相手に対して振るう身体的・精神的・性的・経済的暴力のことであ

り、「安心」「自信」「自由」という人間らしく生きる権利を奪うもの。 

例えば、殴る・蹴るはもちろんのこと、威嚇する、妻や恋人の存在や要

望を理由もなく無視する、家族や友人との付き合いを制限する、生活費

を渡さないなど、苦痛を与える行為のこと。 

20、21、94、

95 

透水性舗装 路面に降った雨水を舗装内のすき間を利用して、そのまま地中に還元す

る機能を持った舗装。 

35、39 

特認校制度 特色ある教育活動を展開してる小・中学校（対象校）の教育を希望する

保護者・児童に、一定の条件を付し、特別に入学（転学）を認める制度。 

71 

特別支援教育 障害（ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症なども含む）のある児童生徒に対

し、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や

学習上の困難を改善又は克服するために適切な教育や指導を通じて必

要な支援を行うもの。 

63 

特別緑地保全地区 都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定

の行為の制限などにより現状凍結的に保全する地区。 

36、37 

都市公園 都市計画施設である公園又は緑地で、地方公共団体又は国が設置するも

の、及び地方公共団体が都市計画区域において設置する公園又は緑地

（地区公園はその一種）。 

15、36、37、

59、127 

な行 

ニュースポーツ 国内外を問わず 近生まれたスポーツ、諸外国で古くから行われていた

が 近我が国で普及したスポーツ、既存のスポーツ・成熟したスポーツ

のルール等を簡略化したスポーツなどの総称。 

77 

ノーマライゼーショ

ン 

障害のある人や高齢者など社会的に不利益を受けやすい人 （々弱者）が、

社会の中で他の人々と同じように生活し、活動することが社会の本来あ

るべき姿であるという考え方。 

26、62、63

ノンステップバス 誰でも乗り降りがしやすいよう、床を低くして乗降口の階段をなくした

バス。本市では、市内循環バスわくわく号や一部民間バス路線で導入さ

れている。 

48、49 

は行 

ハイリスクケース 母子保健のハイリスクケースとは、身体的、心理的、社会的要因などに

より、健康の保持または増進をさまたげる可能性の高いケースのこと。 

66 

パートナーシップ 互いの違いを認め、自立（自律）した台頭の立場で尊重し合い協力する

関係性 

11、25、51
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用  語 解        説 ページ 

育み支援バーチャル

センター 

発達障害児者支援体制。 

発達障害を含む発達につまずきのある子どもたちの早期発見、早期支援

と、とぎれのない総合的な支援を図り、もってその福祉の増進に寄与す

るための仕組み。 

62 

パブリック・コメン

ト制度 

行政機関が政策の立案等を行おうとする際にその案を公表し、案に対し

て広く市民が意見や情報を提出する機会を設け、提出された意見等を行

政機関による 終的な意思決定に反映する制度。 

103 

バリアフリー化 社会生活上の障壁（バリア）を除去すること。元々は建築用語で、建物

内の段差の解消等物理的障壁の除去という意味合いが強かったが、障害

のある人の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべて

の障壁の除去という広い意味でも用いられる。 

25、26、48、

49、63 

ＰＤＣＡ 【ピーディーシーエー】（Plan-Do-Check-Action） 計画－実施－点検

－改善の意。業務を継続的に４段階で繰り返して改善する手法。 

18、23、105

ビオトープ ドイツ語のBio（生物）とTop（場所）の合成語で「野生生物が共存共生

できる生態系をもった場所」という意味。 

51 

病院群輪番制 二次保健医療圏ごとに複数の病院が当番制で休日・夜間診療を実施し、

重症救急患者に対する診療を行う制度。 

67 

ファシリティマネジ

メント 

市が保有する施設（土地、建築物、設備等）において、 適な状態で保

有し、賃借し、使用し、維持するための総合的な経営管理活動。 

105 

ファミリーサポート

センター 

子育ての援助をしてほしいファミリー会員と子育ての手助けをするサ

ポート会員を募り、ファミリー会員の依頼内容や要望に合うサポート会

員を紹介する有償のボランティア活動の会員組織。 

59 

福祉作業所 一般就労が難しい障害のある人に障害に応じた作業を提供し、仕事や生

活の支援を通して社会的自立を図る施設。 

64 

放課後児童クラブ 保護者が就労等に昼間家庭にいない場合などに、指導員のもとで子ども

（おおむね１０歳未満）の生活の場を提供するもの。本市では、保護者

が就労等の理由で、放課後に保育の必要な市内在住の小学校１～３年生

まで（障害のある児童は６年生まで）を保育している。各小学校区に１

施設、現在計１０施設設置している。 

26、58、59

ポケットパーク 小さな公園の意味で、都市生活の中での潤いや休憩のために整備された

比較的小規模な空間のこと。 

35、43 

ボランティアコーデ

ィネーター 

ボランティア活動を行う市民とそのニーズを持つ市民又は組織をつな

いだり、組織内での調整を行うスタッフ。 

65 

や行 

ユニバーサルデザイ

ン 

あらゆる年齢や性別、体型、障害の有無・程度にかかわらず、誰にでも

使いやすい製品・建物・空間等のデザイン。 

15、35、62、

63 

ら行 

ライフライン 電気、水道、ガス、電話など日常生活に不可欠な線や管で結ばれたシス

テムの総称。 

39 

リサイクルプラザ 通称「エコネットあさか」の施設名であり、廃棄物の再生利用促進やご

み問題の意識啓発などを積極的に推進するための情報拠点施設のこと。

１階にはリサイクル品の展示・斡旋をするリサイクルショップ・リサイ

クルギャラリー、２階にはリサイクル情報図書コーナー・不用品情報交

換コーナー、３階にはリサイクル活動室や、各種講座・教室などを行う

リサイクル工房・リフォーム工房が設置されている。 

 

51 
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用  語 解        説 ページ 

緑被率 市の面積に対し、樹林や草地等の緑地が占める割合を示す。対象地は、

公共的施設である公園や学校、住宅地や工場、寺社などの林地、草地、

農地、河川の水面など。 

36 

わ行 

ワーク・ライフ・バ

ランス 

仕事と私生活がうまく調和できるよう、男女の働き方の見直しを進める

こと。単に労働時間を短くするということではなく、仕事の進め方や時

間管理の効率化を進めるとともに、短時間労働、フレックスタイム制、

在宅勤務、育児・介護休業法制度、多目的な長期休暇など多様な働き方

ができる柔軟な就業環境を整えることを指す。 

21、94 

 

 

 

◆計画書中の図については、平成２３年１月現在で作成したものです。 

◆計画書中のデータについて、年月日の記載のないものは、当該年度の年度末時点における数値です。 
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